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第２ 調査の目的・内容に関する事項 

 

 

１．調査の背景 

農業セクターはブータンの GDPの 17.7％（2013年）を占めており、就業人口の 56.6％

（2014年）が従事する、同国の基幹産業の一つである。他方、国全体が険しい山岳地

帯のため、農家一戸当たりの農地も狭隘で農業生産性が低く、主食である米の自給率

は約 51.3％（2011年）に留まっている。安定した農家の所得向上のためには、効率

的な農作業の実現、土地あたりの生産性向上が不可欠であるが、灌漑開発の遅れに伴

う、降水・灌漑不足による作付遅延や放棄の多発が、農業生産の維持・拡大への大き

な障害となっている。 

こうした状況を踏まえ、ブータン政府は、第 10次五ヵ年計画（2008-2013）以来灌

漑開発を重点課題に掲げている1。第 11次五ヶ年計画（2013-2018）においては、2018

年までに米の生産量を 25％増加させることを目標とし、灌漑開発の重要性を更に強調

している2。また、ADB の支援のもと、本年、国家灌漑マスタープランも作成された。

同マスタープランでは、灌漑類型ごとの支援の方向性などが提案されており、今後策

定される第 12次五か年計画（及び各年度予算）や予算要求を行う根拠資料と位置づ

けられている。 

上記背景の下、ブータン政府から我が国に対し、タシガン県ラディ郡ユーディリ灌

漑システム改善計画（無償資金協力）が要請されている。本灌漑システムは、第 11

次五ヵ年計画の整備対象 108案件中、最も規模が大きく、施設整備の優先度第一位3で

あり、開発の遅れた東部地域において、食料増産・所得向上への貢献が期待されてい

る。加えて、技術協力分野においても、灌漑施設整備のための調査・計画・施工に関

する技術能力の強化を求める要請が検討されている4。 

しかしながら、要請された灌漑システムは、ブータン東部の急峻な山岳地帯に位置

することから、設計や施工の難度が高く、維持管理を考慮した事業費も高額となるこ

とが想定される。従って、地質調査等を含む詳細調査を実施し、支援の妥当性を検証

する必要があるとともに、新規施設の建設やリハビリといったハード面の協力（資金

協力）と施設整備や維持管理にかかる技術支援といったソフト面の協力（技術協力）
5とを組み合わせた灌漑分野の協力を検討することが必要である。 

以上から、日本の協力分野としてブータンの灌漑分野への支援の必要性が認められ

るものの、個別案件の形成に先立ち、協力プログラムの全体像を検討するために必要

となる情報の収集、整理を目的とした基礎情報収集・確認調査を実施し、ブータンの

灌漑分野への適切な協力の方向性を検討する必要がある。 

 

                                                   
1
ブータン政府は第 10次五ヵ年計画（2008-2013）において農業生産増大・食料自給率向上のために灌漑開発を重

点課題とし、とりわけサルパン・サムツェ・サムドゥップジョンカルの南部 3県を重視した。日本もブータン政

府の要請に応え、第 10次五ヵ年計画の最優先案件であったサルパン県タクライ灌漑システム改善の無償資金協力

を実施した。 
2
 本年 4 月、ブータン首相が JICA 事務所を訪問し、灌漑分野への支援にも言及している。 

3
 計画灌漑面積 80、受益者数に 20 の重みづけ係数を乗じ優先度を数値化。 

4
 案件名「Capacity Development Project for Irrigation Engineers in Bhutan」。ブータン政府は、灌漑専門の技術・

体制強化のため、農業省で新たに 23 名の灌漑エンジニアを雇用し、各地域の再生可能天然資源研究開発センター

（農業省の地域センター）に配置した。日本の技術支援で更なる強化を図りたいとのこと。 
5
 農業土木技術支援のほか、水管理の効率化や組合運営強化等支援も含まれる。 

別紙 
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２．調査の目的 

本調査を通じ、同国の灌漑開発に関する基礎的な情報の収集・確認を行うとともに

関連サブセクターとの連携を踏まえた今後の灌漑分野の協力の方向性の検討（灌漑サ

ブセクターにおける協力プログラムの提案）を行うことを目的とする。なお、ブータ

ン政府から無償資金協力案件として要請されている東部ユーディリ灌漑システムの

実施可否検討を含む。 

 

３．調査対象地域（別添参照） 

ブータン全土 

※ブータン南部については実施済の「南部地域における農業用水の戦略的確保・監

理情報収集・確認調査（2012年）」を活用することとし、現地踏査は主として東

部及び中西部地域とする。ただし、既協力案件の事例調査として、南部タクラ

イ灌漑システム6は調査対象サイトに含める。 

 

４．相手国関係官庁・機関 

主管官庁：農林省農業局技術部 

 

５．調査の範囲 

 本調査は、ブータン国の灌漑セクターについて、「２．調査の目的及び想定される

成果」を達成するため、「６．実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「８．調査の内

容」に示す事項の業務を実施し、「９．成果品等」に示す報告書等を作成するもので

ある。 

 

６．実施方針及び留意事項 

（１）灌漑開発に関する政策・計画・支援ニーズの確認 

 我が国支援に期待される灌漑開発に対する支援ニーズを確認するとともに、ブータ

ン国の政策・計画（特に国家灌漑マスタープラン）のもと面的に普及・拡大（duplicate）

可能性の高い標準的な灌漑開発事業を複数整理し、それらの優先順位を付すこと。 

 なお、国家灌漑マスタープランでは、灌漑システムを地形的な観点から、①hill 

scheme（傾斜地・山間地域）、②valley bottom scheme（盆地）、③foot hill scheme

（平坦扇状地）の 3つに分類している7。更に、新たに実施する灌漑事業は、農業生態

学観点から①New Hill Irrigation Development Projects、②Dry Land Irrigation 

Development Projects、 ③Wet Subtropical Irrigation Development の 3タイプに

分けられている。これらの灌漑類型（区分）について留意しつつ、上述の灌漑開発事

業とその検討を行うものとする。 

 

（２）地域性や関連サブセクターとの連携を考慮した協力プログラムの検討 

灌漑サブセクターにおける協力プログラム検討にあたっては、我が国による農業セ

クター全般の協力を踏まえ、地域性や関連サブセクターの協力との連携などを考慮の

うえで、灌漑分野における支援ニーズ（協力プログラム）を検討する。その際、灌漑
                                                   
6
 無償資金協力案件「サルパン県タクライ灌漑システム改善計画」。タクライ灌漑システムの頭首工及び基線水路

の改修により、対象地域に安定的な灌漑用水の供給を図り、もって同地区のコメの生産増加に寄与するもの（約

1,120ha、受益者：約 4,300 人）。 
7
 ユーディリ灌漑システムは①に、タクライ灌漑システムは③に該当する。 
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サブセクターでの協力プログラムとハード面、ソフト面での支援をそれぞれ提案する。

特に、ハード面の支援においては、緊急性と人道上のニーズについても留意して検

討・提案する。 

 

（３）調査対象サイトについて 

調査サイト選定においては、ブータンの灌漑システムや地形・水利条件全般に関す

る理解を深めたうえで適正な灌漑施設整備等について提案するため、ブータン政府、

他ドナー支援の灌漑システム（機能しているもの、していないもの）を含め、できる

だけ様々な灌漑システムの事例を調査する（タクライ灌漑システム、ユーディリ灌漑

システムに加え、類型別に 10 ヵ所程度の事例調査を想定する（アクセスが比較的良

いサイトを中心にできるだけ多種多様な灌漑システム事例が調査できるように調査

サイトを選定する8））。また、日本の協力の事例としてタクライ灌漑システム、ブータ

ン政府から協力要請があるユーディリ灌漑システムは本調査サイトに含めるものと

する。 

 

（４）PIM（農民参加灌漑管理）の現状と進展の確認 

ブータン国では、Water Act 2012に基づき、政府予算により整備された灌漑施設に

おいては利用者が水利組合を結成することが義務付けられている。灌漑施設の運営維

持管理は、農民組織が主体となり、これを政府職員（各郡に 1名配置されている農業

省農業普及員（農業省農業局技術部が指導・研修を行う）や県庁技術部）が直接的な

支援を行う。水利組合の設立・運営マニュアルも整備されている。 

本調査では、灌漑施設の運営維持管理等に関係する計画・制度とともに各組織の人

員体制、人材の能力、作業分担、財政状況等を評価・確認し、監督官庁である農業省

農業局技術部に求められる運営モニタリングや支援状況及び体制についても確認・検

討する。 

 

（５）ユーディリ灌漑システムに係る調査について 

ユーディリ灌漑システムについては協力の可能性を検討する。その検討結果で実施

が困難な場合においても、合理性・妥当性の高い説明理由が不可欠であるため、これ

らに必要な調査を実施する。 

なお、無償資金協力の検討に当たっては、「モデル性」、「経済性（費用対効果、開

発効果）」、「技術的妥当性」及び「持続性（維持管理）」の観点からの検討が考えられ

るが、これらの観点からの整理・検討を行う。特に、ユーディリ灌漑システムは、地

形・地質的な特性から事業費の増加が懸念されるため、JICAが別途実施する地質調査

等の結果を踏まえ経済性及び技術的妥当性について十分に検討する必要がある。 

 

（６）既存案件の調査と結果の活用 

我が国によるブータンの灌漑開発としては、タクライ灌漑システム（南部サルパン

県）がある。本案件に関連する報告書内容に加え、現地調査等で案件の現状や、施設

活用、維持管理上の現状と課題等、現在の事業効果について確認し、本調査の教訓と

して活用する。既存の情報を参照し、効果・効率的に本調査を実施するものとする。 

 

                                                   
8
 調査候補サイトは、契約締結後、ブータン政府実施機関から情報提供する。 
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（７）JICA派遣調査団員等との連携 

本業務は、JICAブータン事務所が発注するボーリング調査及びこれを支援する JICA

からの調査団員（「５．現地での業務体制」参照）の調査に協力し、また、同調査結

果を活用しつつ実施する9。 

本ボーリング調査は「２．調査の目的」に記したユーディリ灌漑システムの実施可

否検討のために行うもので、本業務の公示と並行して JICA ブータン事務所が調達手

続きを進め、本業務の調査開始時までに現地業者が選定されている予定。地滑り地帯、

頭首工や工事道路建設サイトの地質縦断図等の作成を目的とする。本業務従事者は、

これを踏まえて工事費等の検討を行う。なお、JICA調査団は、本業務による調査結果

を踏まえて先方政府と協議し、基本的な合意を得る予定であるが、その際、無償資金

協力の要請が出されているユーディリ灌漑システムに係る協議の調整や取り纏めに

協力する。 

 

８．調査の内容 

【国内作業】 

（１）事前準備及びインセプション・レポートの説明・提出 

１）関連資料や JICA 関係者へのインタビューを通じた情報の収集や分析等 

以下に関する情報やデータを整理、分析、検討するとともに、詳細な調査内

容及びスケジュールを検討する。また、現地で更に収集する必要がある資料・

情報、データをリストアップする。 

a）ブータンの開発戦略、関連政策や灌漑セクターの現況や日本の渓流取水工

の対応事例等、ブータンへの協力の参考となる政策・制度や方針等 

b）ブータンに対する日本の農業セクターへの協力及び灌漑サブセクターの過

去及び実施中の協力内容等 

２）インセプション・レポート案の作成 

上記の結果をとりまとめてインセプション・レポート案を作成する。 

３）インセプション・レポートの説明・提出等 

JICA側と内容を協議し、必要な修正を行ったうえで、提出する。 

 

【現地調査】 

（２）インセプション・レポートの説明・協議等 

インセプション・レポートをブータン政府に説明し、内容について合意を得

る。国内作業で調査した結果、不足している情報や更新が必要な情報を現地調

査の中で収集する。 

 

（３）ブータン政府の灌漑開発全体にかかる事項の確認 

１）ブータン国における灌漑開発に関する基本情報（政策、法律、関連組織、開

発計画、灌漑管理移管（Irrigation Management Transfer: IMT）の進展、

ドナーの支援状況等）の収集、分析を行う。 

２）前出の第 11次五ヵ年計画、また、2012 年策定の国家灌漑政策及び 2016年策

定の国家灌漑マスタープラン等のブータン政府の灌漑開発に関する政策・計

画を確認する。 

                                                   
9
本調査内容は JICA調査団に情報共有し、また、JICA調査団調査結果は本調査団に共有する。 
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３）これら政策・計画が掲げる目標の達成に向けた、具体的な事業戦略（第 12

次五ヵ年計画への反映作業（状況）を含む）について確認する。 

 

（４）ブータン国内の灌漑施設の現状確認 

１）ブータン政府による灌漑計画／設計、施工、維持管理に関する現況と課題、

ニーズを把握する（既存資料の収集・分析、現地踏査及び関係者への聞き取

り）。 

２）調査サイトにおける灌漑システムの現状調査や状況を確認する（灌漑システ

ム、灌漑用排水路、水田灌漑／灌漑用水の供給状況、耕作道・アクセス道路

等の現状調査。また、灌漑施設維持管理状況や灌漑施設及び灌漑用排水路の

リハビリ計画（新規建設も含む）、ほ場整備計画の検討状況等を想定）。 

 

（５）灌漑システムの維持管理・水管理の現況の確認 

１）調査サイトにおける灌漑施設の維持・管理状況を確認する（行政支援、組織

運営、水管理/配分の現況等を想定）。 

２）灌漑施設の維持管理における実施体制（水利組織の体制と運営を含む）と役

割分担を確認する（上記「６．実施方針及び留意事項」の（１）に示す灌漑

類型（区分）を確認のうえ、具体的に調査・確認する）。 

 

（６）農業／農業経済的側面の確認 

１）調査サイトにおける農業実態調査、営農計画、市場・流通、ポストハーベス

ト施設（乾燥場、倉庫等）の確認、調査を行う。 

２）灌漑の整備状況・利用状況やその効果（生産性の向上や貧困率の削減等）が

明確となるように上記１）関連情報について収集・整理する。 

 

（７）ブータンにおいて普及・拡大可能性の高い灌漑開発事業の検討 

１）以上（１）～（６）及び「６．実施方針及び留意事項」の（１）（２）事項

を踏まえ、実施可能な灌漑施設の整備等にかかる協力内容について検討する

（ハード）。 

２）これら灌漑施設の維持管理の実施方法・関係組織での分担の確認と適切な体

制や適切な行政側の関与等について検討する（ソフト）。（特に、ユーディリ

灌漑システムについては、タクライ灌漑システムの経験を踏まえた具体的な

維持管理体制を検討し、その実施・導入の実現性を確認する 。） 

 

（８）JICAによる協力の方向性の検討（灌漑サブセクターにおける協力プログラム

の提案と支援策の提案） 

１）他サブセクターの協力との連携や地域的な重複等、農業セクター全般の協力

を踏まえた戦略的な灌漑分野の協力プログラムの検討、提案を行う。 

２）施設整備等資金協力（ハード）及び灌漑技術や維持管理支援等技術協力（ソ

フト）両面からの支援策を提案する。 

 

【ユーディリ灌漑システムの実施可否検討】 

（９）ユーディリ灌漑システムにおいて想定される技術的課題の確認・調査 
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  ユーディリ灌漑システムにおいては、1988 年に IFADの支援により灌漑施設が

整備されたものの、被災と設計・施工に係る課題から完成直後から通水してい

ない。その後、県・郡予算で沢水を引くパイプを敷設したが、水源が安定しな

いため あまり活用されていない。背景経緯、現状を把握するため、以下の技

術的課題の確認、調査を行う。 

１）頭首工関係 

① 頭首工位置  

・  河川が急勾配であり、洪水による頭首工への影響（埋没等）が懸念される

ことから、設置地点の選定及び保護対策の検討が必要である。 

・  下記取水方法と密接に関連しており、安定した取水が確保でき、かつ、施

設機能が維持される必要がある。 

② 頭首工での取水方法 

・  ユーディリ灌漑システムの事業予定地は、急傾斜地域にあり、雨季におい

ては地山の崩落・浸食により、多量の土砂が取水河川に流入することが想定

されることから、これら河川への流入土砂の実態を適切に評価し、施設完了

後の維持管理の容易性・経済性も含めて、最も効果的・経済的な取水方法を

検討・提案する。なお、取水方法の検討・提案にあたっては、タクライ灌漑

システムの現状分析や他地区の灌漑システムの状況を参考としつつ、3案以

上の取水方式の比較検討を行うこととする。 

③ 工事（管理）用道路の建設 

・  現在の頭首工建設予定地点への侵入道路がなく、頭首工の建設に当たって

は、約１km の道路建設が必要とされており、相当程度の費用がかかること

から、実施方法を含めて費用の算出を行う。 

・  ブータン側による施工が可能な工事内容について検討・整理する。 

２）幹線水路関係 

① 地すべり地域の対策 

・  取水口から約１km 区間は地すべり地域であり、地質専門家による踏査や地

質調査（JICA ブータン事務所が発注するボーリング調査10の実施支援と一次

データの分析・評価等作業を含む）と連携して実施する。 

② 斜面崩壊による幹線水路の堆砂対策 

・  幹線水路の延長約 L= 5 km の施工が必要であるが、送水量と水路形式及び

傾斜地からの土砂の混入等の対策に留意する。 

③ 分水工及び横断工 

・  上記検討も踏まえつつ、対応を検討する。 

３）支線・末端施設 

① 支線水路や排水路の整備 

・  幹線水路以外の支線水路レベルの改修・設置、排水路の設置の必要性及び

範囲の検討。 

・  ブータンによる施工が可能な工事内容について検討・整理する。 

４）灌漑面積 
                                                   
10

 JICA ブータン事務所が現地コンサルタントに発注予定である（本件契約費用は JICA 事務所が支払い）。また、

別途、「地質調査」と「施設計画/取水工」の JICA 団員（両名とも渡航 1 回（2 週間程度）を想定）が、各分野よ

り技術的アドバイスを行う予定である（「地質調査」団員は、当該現地コンサルタントに対する助言・指導を含む）。

後述「第３ 業務実施上の条件」における「５．現地での業務体制」も参照のこと。 
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①取水可能量の把握及び必要水量の検討 

・  取水可能量を踏まえた受益地域と面積の特定（必要水量の算定）を行う。 

 

（１０）ユーディリ灌漑システムに係る概算工事費の検討 

上記（９）の主な技術的な課題への検討結果を踏まえ、必要な工事費の概算

を算出する11。概算の検討に当たっては、特に以下の点に留意する。 

・  各施設コンポーネントの要否や優先順位を付しつつ、各工事費の概算を算

出する。その際、現在のブータン政府要請書における事業費積算においては

ユーディリ地区の個別条件等が十分考慮されていないと考えられるため、立

地条件の特殊事情や最新の単価等を可能な限り確認し、事業費を見直すこと

とする。 

・  ユーディリ地区は地すべり地域や斜面崩落による水路への土砂の流入の他、

急流河川による取水方法への対策が重要であり、これにより、大きく事業費

が異なることから、他地区での対策の事例等も十分に踏まえたものとする。 

・ 「６．実施方針及び留意事項」の（７）に既述のとおり、ボーリング調査結

果によって作成される地質縦断図等を踏まえて対策工等含め工事費を検討

し、事業実施の妥当性を確認する。 

 

（１１）その他、ユーディリ灌漑システムに係る検討（妥当性、ソフト面支援） 

①営農へのインパクト 

・  本地域は、（９）に既述する状況により、1988 年に IFAD の支援により灌漑

施設が整備されたものの、あまり活用されていない。本地域において灌漑が

得られた場合の営農へのインパクトとしては、(a)雨季直前に苗作・代掻き・

田植がタイムリーに行われることで稲の十分な生育期間が確保され、水不足

に起因する耕作放棄も軽減されること、(b)乾季（秋冬春）における野菜等

の冬作が可能になることが想定される。以上を念頭に当該地域における営農

の現状を把握したうえで事業効果を確保するために必要な営農面での改善

策の検討を行う。 

② 水利組合の育成・強化 

・  既存施設の管理は、非公式な水利組合が長年活動を行ってきているとのこ

とであるが、法律や政策に基づいた水利組合の登録、育成、能力強化の必要

性と対応策を検討する。 

・  特に、新たな灌漑施設が整備された場合の施設の管理分担や水利組合の運

営については、上流域・下流域間で異なる利害を調整する仕組みが必要と見

込まれる。灌漑施設整備支援の前提条件の一つとして水利組合に関するブー

タン政府の考え方・方針を確認するとともに、必要な技術支援の内容につい

ても検討・整理する。 

③ 緊急性と人道上のニーズ（無償資金協力実施にかかる妥当性） 

・  現地の状況を踏まえて、本視点からの実施の妥当性について取りまとめる。 

                                                   
11

 ユーディリ地区の灌漑施設の大部分が破損しており、ほとんど新規灌漑地区と同様な状況であることから、過

去の事例から判断して、総事業費 15 億円（余裕を含む）、単位面積当たり事業費 300 万円/ha を上限として検討

を行う。なお、通常は事業費（初期投資額）に応じて維持管理も増大するため、事業費（初期投資額）が大きく

なると維持管理費が賄えなくなり、施設機能が継続的に維持されないリスクが生じる。事業費 300 万円/ha はその

限界額の目安として設定するもの。 
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（１２）本調査結果の概要説明・協議等 

以上（３）～（１１）の調査結果の概要をブータン政府に説明し、内容の妥

当性について確認する。ブータン政府からのコメントについては、それを反映

してドラフト・ファイナル・レポートを作成する。 

 

【国内作業】 

（１３）ドラフト・ファイナル・レポート及びファイナル・レポートの説明・提出 

上記（１２）を踏まえ作成したドラフト・ファイナル・レポートについて JICA

側と内容を協議し、必要な修正を行ったうえで、ファイナル・レポートを提出

する。 

 

９．成果品等 

（１）調査報告書 

調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契

約における成果品はファイナル・レポートとする。 

また、各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明のうえ、

その内容について了承を得るものとする。 

１）インセプション・レポート 

記載事項：調査の基本方針、調査方法、調査対象機関、作業工程、調査実施項

目、要員計画等 

提出時期：契約開始後半月を目途 

部  数：和文 3部・英文 5部（簡易製本）、電子データ 

２）ドラフト・ファイナル・レポート 

記載事項：全調査結果（案）  

提出時期：2016 年 2月下旬 

部  数：和文 3部・英文 5部（簡易製本）、電子データ 

３）ファイナル・レポート 

記載事項：全調査結果 

提出時期：2017 年 3月初旬 

部  数：和文 6部・英文 9部（製本）、CD-R 3部 

 

報告書等の印刷・製本、電子化（CD-R）の仕様については、「コンサルタント等

契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン（2014 年 11月）」に準

拠する。 

業務実施計画書（インセプション・レポート）、ファイナル・レポートの内容に

ついては業務内容に示したとおり。なお、記載項目の確定にあたっては、JICAとコ

ンサルタントで協議、確認する。 

 

（２）その他の報告書類 

１）関係機関との主要な会議、各報告書説明・協議にかかる議事録を作成し、合

意事項に合わせて JICAに速やかに提出する。 

２）コンサルタント業務従事月報 
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  コンサルタントは、業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の

業務報告を作成し、共通仕様書第 7条に規定されているコンサルタント業務

月報に添付して、JICA に提出する。なお、先方と文書にて合意したものに

ついても、適宜添付のうえ、JICAに報告するものとする。 

① 今月の進捗、来月の計画、当面の課題 

② 活動に関する写真 

③ 業務フローチャート 

３）現地再委託調査の成果品 

  現地再委託にて実施した各種調査等の業務結果については、現地再委託先か

ら提出あり次第、速やかに JICAに提出する。 

４）収集資料 

  本業務終了時に契約期間中に収集した資料、データ及びリストの一式（JICA

図書館の定型様式）を提出する。 

５）その他、資料作成にあたっての留意事項 

① 各種調査報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述する。 

② 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を

確保する。また、英文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注

意を払い、国際的に通用するレベルにより作成する。 

③ レポートで引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記する。 
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第３ 業務実施上の条件 

 

 

１．調査工程 

2016年 11月上旬より業務を開始し、2017年 2月下旬までにドラフト・ファイナル・

レポートを提出し、2017 年 3月初旬までにファイナル・レポートを作成・提出する。 

 

２．業務量の目途と業務従事者の構成（案） 

（１）業務量の目安 

7.0 M/M 

 

（２）業務従事者の構成（案） 

本業務は、以下の担当分野の業務従事者を想定している。業務内容及び業務工程を

考慮のうえ、より効果・効率的な要員構成がある場合は、プロポーザルにて提案する。

ただし、「業務主任」と「灌漑政策」については、同一の業務従事者が対応すること

を想定する。指示書に記載された格付け目安を上回る格付け提案を行う場合は、その

理由及び人件費を含めた事業費全体の経費削減の工夫をプロポーザルに明記する。 

１）業務主任/灌漑政策/灌漑計画（2号） 

２）灌漑農業/水利組合/維持管理 

 

３．現地再委託 

 必要と判断される場合、ローカルコンサルタントへの現地再委託を可とする。想定

する業務は、「第２ 調査の目的・内容に関する事項」「８．調査の内容」（４）～（６）

における業務従事者の業務の一部とする。提案する場合は、プロポーザルにおいて具

体的な方法や実施の効果・効率性について説明する。なお、現地再委託にあたっては、

「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン（2012 年 4 月版）」に

則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適

切な監督、指示を行う。 

また、プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き（見積書に

よる価格比較、入札等）、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに

現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行

う。なお、現地再委託は、本見積もりに含める。 

 

４．相手国の便宜供与 

現地調査に係る車両手配、宿泊手配、通訳手配等は原則コンサルタントが行い、そ

の経費については見積もり額に含める。 

 

５．現地での業務体制 

（１）本業務に関連して、別途、JICA から調査団員の派遣を想定している。また、調

査団員１）及び４）は本業務の現地調査開始時及び終了時の各 2回の渡航、調査団員

２）及び３）は本業務の現地調査開始時に各 1回の渡航を想定している。調査団構成

は、以下のとおり。 

１）総括（JICA） 
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２）地質調査（JICA が別途手配）（ユーディリ・タクライ灌漑システムのみ調査） 

３）施設計画/取水工（JICAが別途手配）（同上） 

４）協力企画（JICA） 

（２）JICA調査団員に想定する役割は次のとおり（現時点での案であり今後変更する

可能性がある）。 

１）総括（JICA） 

ブータン政府機関との本調査実施の方向性及び本調査結果に基づく灌漑サブ

セクターの協力内容（特にユーディリ灌漑システムの実施可否）についての協

議（渡航 2回、計 4週間を想定） 

２）地質調査（JICA が別途手配） 

ユーディリ・タクライ灌漑システムの現地調査を通じた地質分野に係る詳細調

査及びユーディリ灌漑システムにおけるボーリング調査の実施指導（渡航 1回、

2週間を想定） 

３）施設計画/取水工（JICAが別途手配） 

ユーディリ・タクライ灌漑システムの現地調査を通じた、灌漑システムの構造

的課題の特定と適切な対応法の検討（渡航 1回、2週間を想定） 

４）協力企画（JICA） 

JICA調査団の業務調整等（渡航 2回、計 4週間を想定） 

 

５．公開・配布資料 

（１）公開資料 

１）ブータン国南部地域における農業用水の戦略的確保・監理情報収集・確認 

調査（2012年 10 月） 

http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000007421.html 

２）ブータン国サルパン県タクライ灌漑システム改善計画準備調査報告書（2012 

年 11月） 

http://libopac.jica.go.jp/images/report/12086716.pdf 

（２）配布資料 

１）11th Five Year Plan (Volume I & II) (2013) 

２）National Irrigation Master Plan (2016) 

 

６．機材の調達等 

業務遂行上必要な機材があればプロポーザルにて提案する。 

 

７．安全管理 

 現地作業期間中は安全管理に十分留意するとともに現地業務に先立ち外務省「たび

レジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。当地の治安状況については、日本大

使館及び JICA ブータン事務所において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時

の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。現地作

業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。 

 

８．不正腐敗の防止 

 本調査の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（2014 年 10月）」の趣
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旨を念頭に業務を行う。なお、懐疑事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口また

は JICA担当者に速やかに相談するものとする。 



 

13 
 

別添 

ブータンにおける灌漑分野協力 位置図 

（ユーディリ灌漑システム及びタクライ灌漑システム） 

 

 
※上記の他技術協力プロジェクトも要請予定 

 （協力対象地域は今後検討） 

タシガン県 

首都：ティンプー 

ブータン要請中無償案件 

（ユーディリ灌漑システム） 

サルパン県 

実施済無償案件 

（タクライ灌漑システム） 


